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地

方

機
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広
島
県
副
知
事
の
担
任
事
務
等
に
関
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
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平
成
十
九
年
四
月
一
日 

広
島
県
知
事 

藤 
 

田 
 

雄 
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広
島
県
副
知
事
の
担
任
事
務
等
に
関
す
る
規
程 

第
一
条 

副
知
事
の
担
任
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

一 

共
管
す
る
事
務 

 
 

イ 

県
政
に
係
る
重
要
施
策
の
決
定
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 

ロ 

人
事
、
組
織
及
び
予
算
編
成
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 

ハ 

そ
の
他
知
事
が
指
定
す
る
こ
と
。 

 

二 

副
知
事
有
岡
宏
の
担
任
事
務 

 
 

イ 

会
計
管
理
局
（
会
計
管
理
者
の
権
限
に
属
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
、
総
務
部
財
務
局
、
政
策
企
画

部
、
地
域
振
興
部
、
農
林
水
産
部
、
土
木
部
、
都
市
部
及
び
空
港
港
湾
部
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 

ロ 

公
営
企
業
部
、
公
安
委
員
会
、
選
挙
管
理
委
員
会
、
監
査
委
員
、
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
、
内
水

面
漁
場
管
理
委
員
会
及
び
収
用
委
員
会
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。 

 

三 

副
知
事
城
納
一
昭
の
担
任
事
務 

 
 

イ 

総
務
部
総
務
管
理
局
及
び
秘
書
広
報
局
、
県
民
生
活
部
、
環
境
部
、
福
祉
保
健
部
並
び
に
商
工
労

働
部
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 

ロ 

教
育
委
員
会
、
人
事
委
員
会
及
び
労
働
委
員
会
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。 

第
二
条 

前
条
に
規
定
す
る
担
任
事
務
以
外
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
そ
の
都
度
、
知
事
が
定
め
る
。 

第
三
条 

副
知
事
の
い
ず
れ
か
に
事
故
が
あ
る
と
き
、
又
は
副
知
事
の
い
ず
れ
か
が
欠
け
た
と
き
は
、
そ
の

担
任
事
務
は
、
他
の
副
知
事
が
担
任
す
る
。 

 
 
 

附 

則 

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 


